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インターネット上の違法・有害情報への対応インターネット上の違法・有害情報への対応
に関する欧州の状況についてに関する欧州の状況についてに関する欧州の状況についてに関する欧州の状況について
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４月６日 １３日 堀部座長にベルギ （EU) ドイツ 英国の政府機関及び民間自主規制機関等４月６日 １３日 堀部座長にベルギ （EU) ドイツ 英国の政府機関及び民間自主規制機関等

欧州におけるインターネット上の違法・有害情報への対応欧州におけるインターネット上の違法・有害情報への対応

４月６日～１３日、堀部座長にベルギー（EU)・ドイツ・英国の政府機関及び民間自主規制機関等
を訪問していただき、欧州におけるインターネット上の違法・有害情報に対する取組を調査。
＜調査先＞

政府機関：欧州委員会（情報社会メディア総局）、BMWi（ドイツ連邦経済技術省)、OFCOM（英国通信庁）

４月６日～１３日、堀部座長にベルギー（EU)・ドイツ・英国の政府機関及び民間自主規制機関等
を訪問していただき、欧州におけるインターネット上の違法・有害情報に対する取組を調査。
＜調査先＞

政府機関：欧州委員会（情報社会メディア総局）、BMWi（ドイツ連邦経済技術省)、OFCOM（英国通信庁）政府機関 欧州委員会（情報社会 ディア総局）、 （ドイツ連邦経済技術省)、 （英国通信庁）
民間自主規制機関等：GSM協会（本拠地：ブリュッセル）、ECO（インターネット産業協会（ドイツ））、FSM（マルチメディア

サービスプロバイダ自主規制協会（ドイツ））、IMCB （Independent Mobile Classification Body（英国））

政府機関 欧州委員会（情報社会 ディア総局）、 （ドイツ連邦経済技術省)、 （英国通信庁）
民間自主規制機関等：GSM協会（本拠地：ブリュッセル）、ECO（インターネット産業協会（ドイツ））、FSM（マルチメディア

サービスプロバイダ自主規制協会（ドイツ））、IMCB （Independent Mobile Classification Body（英国））

＜概＜概 要＞要＞＜概＜概 要＞要＞
○○ 欧州においても、インターネット上の違法・有害情報は大きな問題になっており、これに欧州においても、インターネット上の違法・有害情報は大きな問題になっており、これに

対する取組が現在、正に進められているところ。対する取組が現在、正に進められているところ。

○○ 欧州においては、政府と事業者団体が連携・協力して取組を行っている。欧州においては、政府と事業者団体が連携・協力して取組を行っている。

○○ 欧州においては、有害情報対策に関しては、事業者による自主規制と利用者への意識欧州においては、有害情報対策に関しては、事業者による自主規制と利用者への意識
向上を中心に対応している。向上を中心に対応している。

○○ 一方、違法情報一方、違法情報（特に児童ポルノ）に対しては、我が国より厳しい対応をしている。（特に児童ポルノ）に対しては、我が国より厳しい対応をしている。

○○ モバイル・インターネットに関しては 我が国の方が利用の普及が進んでおり 欧州にモバイル・インターネットに関しては 我が国の方が利用の普及が進んでおり 欧州に
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○○ モバイル・インターネットに関しては、我が国の方が利用の普及が進んでおり、欧州にモバイル・インターネットに関しては、我が国の方が利用の普及が進んでおり、欧州に
おいても一定の取組はなされているが、我が国の方が問題が顕在化している状況。おいても一定の取組はなされているが、我が国の方が問題が顕在化している状況。



欧州委員会では インタ ネ ト上の違法 有害情報に関し 多様な欧州の状況を背景に欧州委員会では インタ ネ ト上の違法 有害情報に関し 多様な欧州の状況を背景に

欧州委員会の取組欧州委員会の取組

欧州委員会では、インターネット上の違法・有害情報に関し、多様な欧州の状況を背景に
自主規制と利用者への周知啓発の促進を中心とした取組
欧州委員会では、インターネット上の違法・有害情報に関し、多様な欧州の状況を背景に
自主規制と利用者への周知啓発の促進を中心とした取組

○○ 「「Safer Internet Plus Safer Internet Plus ProgrammeProgramme（（20052005～～20082008）」）」（２００５年５月１１日欧州議会決定）（２００５年５月１１日欧州議会決定）

・・ 子供がインターネットを安心して使えるようにするための対策促進プログラム。子供がインターネットを安心して使えるようにするための対策促進プログラム。
・・ ２００５年１月から２００８年１２月までに計２００５年１月から２００８年１２月までに計45004500万ユーロ（約７２億円）を支援万ユーロ（約７２億円）を支援２００５年１月から２００８年１２月までに計２００５年１月から２００８年１２月までに計45004500万ユ ロ（約７２億円）を支援。万ユ ロ（約７２億円）を支援。
・・ 以下の四つの対策により実施以下の四つの対策により実施

①① 違法情報対策（ホットラインの活用等違法情報対策（ホットラインの活用等 25 25 ～～30%)30%)
②② 有害情報対策（フィルタリング レイティングの活用等有害情報対策（フィルタリング レイティングの活用等 1010～～1717％）％）②② 有害情報対策（フィルタリング、レイティングの活用等有害情報対策（フィルタリング、レイティングの活用等 1010～～1717％）％）
③③ 安全な環境の促進（自主規制の促進等安全な環境の促進（自主規制の促進等 88～～12%) 12%) 
④④ 意識向上（意識向上（AwarenessAwareness--RaisingRaising：各種情報提供等：各種情報提供等 4747～～5151％）％） ((注）％は支出割合注）％は支出割合

「「E S h l N tE S h l N t 学校 普 啓 プ グ学校 普 啓 プ グ→→ 「「European School NetEuropean School Net」」（学校への普及啓発プログラム）（学校への普及啓発プログラム）

「Ｓａｆｅｒ「Ｓａｆｅｒ Internet DayInternet Day」」（欧州委員会が後援。毎年２月に開催）（欧州委員会が後援。毎年２月に開催）

※※ 本年２月２７日に次期プログラム（本年２月２７日に次期プログラム（20092009～～20132013）が欧州委員会より提案）が欧州委員会より提案
（５年間で計（５年間で計55005500万ユーロ（約８８億円）を支援予定）。万ユーロ（約８８億円）を支援予定）。
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○○ 「安全な携帯電話利用に関する自主規制枠組」昨年２月６日発表「安全な携帯電話利用に関する自主規制枠組」昨年２月６日発表
※※ レディング欧州委員（情報社会・メディア担当）のイニシアティブレディング欧州委員（情報社会・メディア担当）のイニシアティブ



携帯電話事業者団体であるGSM協会では違法 有害情報対策として自主的取組を推進携帯電話事業者団体であるGSM協会では違法 有害情報対策として自主的取組を推進

ＧＳＭ協会による取組ＧＳＭ協会による取組

携帯電話事業者団体であるGSM協会では違法・有害情報対策として自主的取組を推進。携帯電話事業者団体であるGSM協会では違法・有害情報対策として自主的取組を推進。

○○ 「安全な携帯電話利用に関する自主規制枠組」「安全な携帯電話利用に関する自主規制枠組」 昨年２月６日発表昨年２月６日発表○○ 「安全な携帯電話利用に関する自主規制枠組」「安全な携帯電話利用に関する自主規制枠組」 昨年２月６日発表昨年２月６日発表
・・ 欧州の主要な携帯電話会社１５社が署名（その後署名会社が増加。本年３月６日現在では、欧州の主要な携帯電話会社１５社が署名（その後署名会社が増加。本年３月６日現在では、

２７加盟国をカバーする２４社が署名し、欧州全域での市場規模の９６％をカバー）２７加盟国をカバーする２４社が署名し、欧州全域での市場規模の９６％をカバー）

・・ 内容としては、内容としては、
①① アクセス制御機能（適切な手段の提供等）アクセス制御機能（適切な手段の提供等）
②② 意識向上及び教育（意識向上キャンペーンへの支持等）意識向上及び教育（意識向上キャンペーンへの支持等）②② 意識向 及び教育（意識向 キャ 支持等）意識向 及び教育（意識向 キャ 支持等）
③③ 商業コンテンツの分類（成人向けとそれ以外への分類等）商業コンテンツの分類（成人向けとそれ以外への分類等）
④④ 違法コンテンツ対策（法執行機関との協力、適切な削除の支持等）違法コンテンツ対策（法執行機関との協力、適切な削除の支持等）
⑤⑤ ２００８年２月を目標とし各国で自主規制２００８年２月を目標とし各国で自主規制
→→ 本年３月６日「実施報告書」を公表本年３月６日「実施報告書」を公表
※※ フィルタリングの方式は各国・各事業者に委ねられているが、基準としては映画等の基準がフィルタリングの方式は各国・各事業者に委ねられているが、基準としては映画等の基準が

参考にされており、事業者は複数のフィルタリングを採用する傾向参考にされており、事業者は複数のフィルタリングを採用する傾向

○○ 「児童の性的虐待に対する携帯事業者連携」「児童の性的虐待に対する携帯事業者連携」 本年２月１２日発表本年２月１２日発表
・・ GSMGSM協会が主導する児童ポルノに関するフィルタリング実施（協会が主導する児童ポルノに関するフィルタリング実施（※※）等のプログラム。）等のプログラム。

※※ の タリ グは青少年のみならず成年利用者も含むものの タリ グは青少年のみならず成年利用者も含むもの
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※※ このフィルタリングは青少年のみならず成年利用者も含むもの。このフィルタリングは青少年のみならず成年利用者も含むもの。
・・ 欧州の主要な携帯事業者が参加しており、国際的にも参加を呼びかけている。欧州の主要な携帯事業者が参加しており、国際的にも参加を呼びかけている。



ドイツでは州際協定に基づき、政府と自主規制機関が共同で規制を実施。ドイツでは州際協定に基づき、政府と自主規制機関が共同で規制を実施。

ドイツの共同規制ドイツの共同規制(Co(Co--regulation)regulation)の状況の状況

○○ 「放送とテレメディアにおける人間の尊厳の保護及び青少年の保護に関する州際協定」「放送とテレメディアにおける人間の尊厳の保護及び青少年の保護に関する州際協定」
・・ 青少年に有害なコンテンツ（違法情報を含む。）からの青少年の保護を目的とした規制青少年に有害なコンテンツ（違法情報を含む。）からの青少年の保護を目的とした規制

・・ 放送とインターネット（テレメディア）に共通した規制放送とインターネット（テレメディア）に共通した規制

・・ 青少年メディア保護委員会（青少年メディア保護委員会（KJMKJM）が管轄）が管轄

・・ インターネットに関しては、インターネットに関しては、20052005年年1010月に月にFSMFSM（マルチメディアサービスプロバイダ自主規（マルチメディアサービスプロバイダ自主規
制協会 が 際協定第制協会 が 際協定第 条 基づき条 基づき 自主規制機関 認を受 る自主規制機関 認を受 る制協会）が州際協定第制協会）が州際協定第1919条に基づき条に基づきKJMKJMから自主規制機関としての承認を受けている。から自主規制機関としての承認を受けている。
（（Regulated SelfRegulated Self--Regulation)Regulation)

州際協定第州際協定第1919条の承認を受けた場合 自主規制機関である条の承認を受けた場合 自主規制機関であるFSMFSM加盟の事業者は加盟の事業者は KJMKJM・・ 州際協定第州際協定第1919条の承認を受けた場合、自主規制機関である条の承認を受けた場合、自主規制機関であるFSMFSM加盟の事業者は、加盟の事業者は、KJMKJM
から直接、規制の適用を受けない効果。問題があった場合、から直接、規制の適用を受けない効果。問題があった場合、KJMKJMははFSMFSMに対して指導に対して指導

州際協定第４条で有害なコンテンツ（違法情報を含む ）を規定しているほか 第州際協定第４条で有害なコンテンツ（違法情報を含む ）を規定しているほか 第55条で発育条で発育・・ 州際協定第４条で有害なコンテンツ（違法情報を含む。）を規定しているほか、第州際協定第４条で有害なコンテンツ（違法情報を含む。）を規定しているほか、第55条で発育条で発育
を妨げるコンテンツ（年齢に応じて有害かどうかが決まるもの）を規定を妨げるコンテンツ（年齢に応じて有害かどうかが決まるもの）を規定

・・ 青少年保護管理者の設置義務（州際協定第７条 ただし 従業員数５０名以下又は月平均青少年保護管理者の設置義務（州際協定第７条 ただし 従業員数５０名以下又は月平均
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・・ 青少年保護管理者の設置義務（州際協定第７条。ただし、従業員数５０名以下又は月平均青少年保護管理者の設置義務（州際協定第７条。ただし、従業員数５０名以下又は月平均
のアクセス数が１０００万以下で自主規制機関に参加している事業者は義務を免除。）のアクセス数が１０００万以下で自主規制機関に参加している事業者は義務を免除。）



R l d S lf R l i S M di S i i iRegulated Self-Regulation – State Media Supervision in 
Germany
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ドイツでは、州際協定に基づく規制のほかにも、各種の自主的取組が行われている。ドイツでは、州際協定に基づく規制のほかにも、各種の自主的取組が行われている。

ドイツにおけるその他の主な自主的取組ドイツにおけるその他の主な自主的取組

イツ は、州際協定 基 く規制 ほ も、各種 自主的取組 行われ る。イツ は、州際協定 基 く規制 ほ も、各種 自主的取組 行われ る。

○○ 検索エンジン事業者による自主規制（２００５年２月～）検索エンジン事業者による自主規制（２００５年２月～）
・・ 青少年に有害なウェブサイトを検索表示させないようにする取組青少年に有害なウェブサイトを検索表示させないようにする取組青少年に有害なウェブサイトを検索表示させないようにする取組青少年に有害なウェブサイトを検索表示させないようにする取組

○○ 携帯電話事業者による自主規制（行動規範（携帯電話事業者による自主規制（行動規範（Code of Conduct)Code of Conduct)へのへの署名。２００５年６月～）署名。２００５年６月～）
・・ 青少年保護の向上、法による要求の具体化、単一的な基準の策定等が目的青少年保護の向上、法による要求の具体化、単一的な基準の策定等が目的青少年保護の向上、法による要求の具体化、単 的な基準の策定等が目的青少年保護の向上、法による要求の具体化、単 的な基準の策定等が目的
・・ 行動規範の内容行動規範の内容

①違法情報の非表示、②未成年向け違法情報に対する本人確認、③チャットの監視①違法情報の非表示、②未成年向け違法情報に対する本人確認、③チャットの監視
④青少年に有害な広告の禁止④青少年に有害な広告の禁止 などなど④④

○○ 携帯電話事業者による自主的措置携帯電話事業者による自主的措置(Voluntary Self(Voluntary Self--Commitment)Commitment)へのへの署名（２００７年１０月）署名（２００７年１０月）
①青少年保護のための無料ホットライン、②親や教師に対するオンライン上のアドバイス、①青少年保護のための無料ホットライン、②親や教師に対するオンライン上のアドバイス、
③契約時の親への情報提供、など③契約時の親への情報提供、など

○○ チャット提供者の自主的取組（２００７年１１月）チャット提供者の自主的取組（２００７年１１月）
会 う 提供者が自主的措 名会 う 提供者が自主的措 名・・ FSMFSM会員のうちのチャット提供者が自主的措置に署名会員のうちのチャット提供者が自主的措置に署名

・・ チャット提供者は午前１０時から午後１０時まで管理者チャット提供者は午前１０時から午後１０時まで管理者(Moderator)(Moderator)を置くことを置くこと などなど

○○ f FINN df FINN d
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○○ fragFINN.defragFINN.de
・・ 連邦政府、連邦政府、ITIT企業、企業、FSMFSMが連携した取組が連携した取組
・・ 子供に有害でない子供に有害でないURLURLによるホワイトリストの作成などによるホワイトリストの作成など



英国では、インターネット上の違法・有害情報に対する取組は、基本的に自主的取組英国では、インターネット上の違法・有害情報に対する取組は、基本的に自主的取組

英国における取組①英国における取組①

英国では、インタ ネット上の違法 有害情報に対する取組は、基本的に自主的取組
を中心に推進
英国では、インタ ネット上の違法 有害情報に対する取組は、基本的に自主的取組
を中心に推進

○○ Internet Watch FoundationInternet Watch Foundation（１９９６年創設）（１９９６年創設）○○ Internet Watch FoundationInternet Watch Foundation（１９９６年創設）（１９９６年創設）
・・ ＩＳＰにより設立された非営利独立機関ＩＳＰにより設立された非営利独立機関
・・ 違法情報（児童ポルノ、猥褻画像、人種差別に限定）の通報の受付（ホットライン）とＩＳＰへの違法情報（児童ポルノ、猥褻画像、人種差別に限定）の通報の受付（ホットライン）とＩＳＰへの

通知・削除通知・削除(Notice & Take down)(Notice & Take down)通知 削除通知 削除(Notice & Take down)(Notice & Take down)
※※ 英国では英国では20022002年電子商取引指令規則年電子商取引指令規則(Electronic(Electronic Commerce Directive Regulation 2002)Commerce Directive Regulation 2002)

により、違法情報の通知を受けた場合、通知を受けたＩＳＰに削除義務が課せられる。により、違法情報の通知を受けた場合、通知を受けたＩＳＰに削除義務が課せられる。
・・ （削除通知が困難な）国外の児童ポルノのサイトに関する違法サイトリストを作成。現在、３０００（削除通知が困難な）国外の児童ポルノのサイトに関する違法サイトリストを作成。現在、３０００（削除通知が困難な）国外の児童ポルノのサイトに関する違法サイトリストを作成。現在、３０００（削除通知が困難な）国外の児童ポルノのサイトに関する違法サイトリストを作成。現在、３０００

程度のＵＲＬが現行化されており、各種のフィルタリングに活用されている。程度のＵＲＬが現行化されており、各種のフィルタリングに活用されている。

○○ IMCB:IMCB: ＩＩndependentndependent Mobile Classification BodyMobile Classification Body （２００４年１０月創設）（２００４年１０月創設）○○ IMCB: IMCB: ＩＩndependentndependent Mobile Classification Body Mobile Classification Body （２００４年１０月創設）（２００４年１０月創設）
・・ モバイル・コンテンツの行動規範（モバイル・コンテンツの行動規範（Code of ConductCode of Conduct：２００４年１月：２００４年１月))の内容として、の内容として、

１８歳以下に不適切なコンテンツの分類枠組を提供１８歳以下に不適切なコンテンツの分類枠組を提供 →→ 携帯フィルタリングにも活用携帯フィルタリングにも活用
（分類枠組は映画等の他のメディアの基準を参考）（分類枠組は映画等の他のメディアの基準を参考）（分類枠組は映画等の他のメディアの基準を参考）（分類枠組は映画等の他のメディアの基準を参考）

・・ 紛争処理の役割も持っているが、過去に使われたのは１件のみ。紛争処理の役割も持っているが、過去に使われたのは１件のみ。
・・ Light touchLight touchの組織で、常勤職員は１人のみ。の組織で、常勤職員は１人のみ。

OfcomOfcomとも協働関係とも協働関係
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・・ OfcomOfcomとも協働関係とも協働関係



本年３月２７日バイロン・レビュー 報告 “Safer Children in a Digital World”公表本年３月２７日バイロン・レビュー 報告 “Safer Children in a Digital World”公表

英国における取組②英国における取組②

本年３月２７日バイロン レビュ 報告 Safer Children in a Digital World 公表
（同日、Ofcomも、“Ofcom’s Response to the Byron Review”を公表）
本年３月２７日バイロン レビュ 報告 Safer Children in a Digital World 公表
（同日、Ofcomも、“Ofcom’s Response to the Byron Review”を公表）

○○ 首相からの要請（昨年９月６日）により、インターネットとビデオゲーム上の有害・不適切な情報首相からの要請（昨年９月６日）により、インターネットとビデオゲーム上の有害・不適切な情報
供 危険性をバ 博 臨床心 学者 が検 童教育家族省が事務を担供 危険性をバ 博 臨床心 学者 が検 童教育家族省が事務を担の子供への危険性をバイロン博士（臨床心理学者）が検討（児童教育家族省が事務を担当）の子供への危険性をバイロン博士（臨床心理学者）が検討（児童教育家族省が事務を担当）

○○ 基本的な考え方：「青少年がプールで安全に泳げるような環境の整備と泳ぎ方の教育」基本的な考え方：「青少年がプールで安全に泳げるような環境の整備と泳ぎ方の教育」
Children and young people need to be empowered to keep themselves safe Children and young people need to be empowered to keep themselves safe –– this isn’t just about a  topthis isn’t just about a  top--down approach.  down approach.  
Children will be children Children will be children ––pushing boundaries and taking risks. pushing boundaries and taking risks. At a public swimming At a public swimming swimmingswimming pool we have gates, put  pool we have gates, put  
up signs, have lifeguards and shallow ends, but we also teach children how to swim.up signs, have lifeguards and shallow ends, but we also teach children how to swim.

○○ 主な提言主な提言
①① 首相の下に子供のインターネットの安全に関する審議会首相の下に子供のインターネットの安全に関する審議会（（UK  Council on Child Internet Safety)UK  Council on Child Internet Safety)

を設置し各界、省庁間の連携を推進を設置し各界、省庁間の連携を推進
②② Better RegulationBetter Regulation:: 審議会を通じ、できるだけ事業者の自主的な行動規範により規制を実施審議会を通じ、できるだけ事業者の自主的な行動規範により規制を実施
③③ Better Information and Education about EBetter Information and Education about E--safetysafety：子供、両親の理解、学校の活用：子供、両親の理解、学校の活用

○○ OfcomOfcom’’s Response to the Byron Review s Response to the Byron Review ：：
主な指摘：①親と子供のメディアリテラシー、主な指摘：①親と子供のメディアリテラシー、 ②業界の自主規制の促進②業界の自主規制の促進

○○ 内務省イ タ ネ 上 児童保護 関するタ ク内務省イ タ ネ 上 児童保護 関するタ ク○○ 内務省インターネット上の児童保護に関するタスクフォース内務省インターネット上の児童保護に関するタスクフォース
・・ SNSSNSに関するガイドラインを公表に関するガイドラインを公表((本年４月４日）本年４月４日）
“Good practice guidance for the providers of social networking and other user interactive services 2008 ”“Good practice guidance for the providers of social networking and other user interactive services 2008 ” 8



Department for children, schools and familiesDepartment for children, schools and families
（（http://www.dfes.gov.uk/byronreview/yoursay.htmlhttp://www.dfes.gov.uk/byronreview/yoursay.html））
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OfcomOfcom’’s Response to the Byron Review s Response to the Byron Review よりより
（（htt // f k/ h/t l / t /bhtt // f k/ h/t l / t /b //））（（http://www.ofcom.org.uk/research/telecoms/reports/byronhttp://www.ofcom.org.uk/research/telecoms/reports/byron//））
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